
地域子ども文教委員会 

平成３０年１２月３日 

墨田区地域プラザ条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
別表第１ 

名 称 施   設 利用時間 

八広地域

プラザ 

本館 

大会議室Ａ、大

会議室Ｂ、中会

議室、楽屋、相

談室、工作室、

調理室、多目的

ホール、音楽ス

タジオ、和室、 

カフェコーナー、

自習・図書コー

ナー及び地域交

流室 

〔略〕 

屋内運動

場 
〔略〕 

多目的運動場 〔略〕 

外部コミ

ュニティ

ゾーン 

芝生広場、遊具

広場及び緑道 

午前９時から

午後９時まで

（別表第２第

３号に掲げる 

日にあっては、

午前９時から 

午後５時まで）

その他区長が必要と認め

る施設 

午前９時から

午後９時まで 

本所地域

プラザ 
〔略〕 

 
別表第３ 

１ 八広地域プラザ 

 ⑴ 本館 

区分 

利  用  料  金 

午 前 午 後 夜 間 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後４時３０

分まで 

午後５時３０

分から午後９

時まで 

大会議室Ａ １，３００円 １，７００円 １，７００円 

大会議室Ｂ １，３００円 １，７００円 １，７００円 

中会議室 

～ 

付帯設備 

〔略〕 

 付記  

  １・２ 〔略〕 

 ⑵・⑶ 〔略〕 

２ 〔略〕 

別表第１ 
名 称 施   設 利用時間 

八広地域

プラザ 

本館 

大会議室、中会

議室、楽屋、相

談室、工作室、

調理室、多目的

ホール、音楽ス

タジオ、和室、 

カフェコーナー、

自習・図書コー

ナー及び地域交

流室 

〔略〕 

屋内運動

場 
〔略〕 

多目的運動場 〔略〕 

外部コミ

ュニティ

ゾーン 

芝生広場、遊具

広場及び緑道 午前９時から

午後９時まで 

その他区長が必要と認め

る施設 

本所地域

プラザ 
〔略〕 

 
別表第３ 

１ 八広地域プラザ 

 ⑴ 本館 

区分 

利  用  料  金 

午 前 午 後 夜 間 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後４時３０

分まで 

午後５時３０

分から午後９

時まで 

大会議室 ２，６００円 ３，４００円 ３，４００円 

〔新設〕 

中会議室 

～ 

付帯設備 

〔略〕 

 付記  

  １・２ 〔略〕 

 ⑵・⑶ 〔略〕 

２ 〔略〕   

   付 則 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の



日から施行する。 

２ この条例の施行の日以後の大会議室Ａ及び大会議室Ｂの利用に係る必要な手続、

準備行為等は、同日前においても、この条例による改正後の墨田区地域プラザ条例

の規定の例により行うことができる。 


